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別記２－３ 

地域資源活用価値創出整備事業（産業支援型） 

第１ 定義 

１ 本事業において、「地方農政局長等」とは、事業実施地域が所在する都

道府県ごとに、それぞれ以下の者をいう。 

（１）北海道 北海道農政事務所長

（２）沖縄県 内閣府沖縄総合事務局長

（３）（１）及び（２）以外の都府県 当該都府県の区域を管轄する地方農

政局長 

２ 本事業において、「認定総合化事業計画」とは、地域資源を活用した農

林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関す

る法律（平成 22 年法律第 67 号。以下「六次産業化・地産地消法」とい

う。）第５条の規定に基づく認定又は同法第６条の規定に基づく変更の認

定を受けた総合化事業計画をいう。 

３ 本事業において、「認定農商工等連携事業計画」とは、中小企業者と農

林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成20年法律第38

号。以下「農商工等連携促進法」という。）第４条の規定に基づく認定又

は同法第５条の規定に基づく変更の認定を受けた農商工等連携事業計画を

いう。 

４ 本事業において、「付加価値額」とは、事業者の経営における経常利

益、人件費及び減価償却費の合計をいう。 

第２ 事業内容等 

本事業は、地域資源を活用しつつ、農山漁村における農業者等の所得向上 

や雇用の増大を図る新たな取組のために必要となる農林水産物加工・販売

施設等の整備を総合的かつ機動的に支援するものであり、その具体的な交付

対象事業、事業の内容及び要件については別表に定めるとおりとする。 

なお、交付対象事業の実施期間は、原則として１年以内とする。 

１ 認定総合化事業計画に基づく取組 

農林漁業者の組織する団体が、認定総合化事業計画に従って実施する六

次産業化・地産地消法第３条第４項に定める総合化事業に係る事業とす

る。 

２ 認定農商工等連携事業計画に基づく取組 

農林漁業者等又は中小企業者が、認定農商工等連携事業計画に従って実

施する農商工連携促進法第２条第４項に定める農商工等連携事業に係る事
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業とする。 

３ 都道府県戦略又は市町村戦略に基づく取組 

農林漁業者の組織する団体又は中小企業者が、取組を行う地域において

策定された都道府県戦略又は市町村戦略に基づいて実施する、地域資源を

活用して新たに付加価値を創出する事業とする。 

 

第３ 事業実施主体等 

１ 事業実施主体は、六次産業化・地産地消法第５条の規定に基づく認定若

しくは同法第６条の規定に基づく変更の認定を受けた農林漁業者の組織す

る団体、農商工等連携促進法第４条の規定に基づく認定若しくは同法第５

条の規定に基づく変更の認定を受けた農林漁業者の組織する団体及び中小

企業者又は都道府県戦略若しくは市町村戦略に基づき取組を行う農林漁業

者の組織する団体及び中小企業者であって、交付対象経費に充てるため２

に定める資金の貸付又は出資（以下「貸付等」という。）を受けて本事業

を実施する次に掲げる者とする。 

（１）農林漁業者の組織する団体 

農林漁業者の組織する団体については、主たる構成員又は出資者に、

実施する事業の受益者である農林漁業者が３戸以上含まれており、か

つ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認め

られる団体であるものとする。 

なお、当該団体のうち法人格のないものについては、代表者の定め並

びに組織及び運営についての規約の定めがあり、かつ、特定の構成員の

加入又は脱退と関係なく、一体として経済活動を行う単位となっている

ものに限る。 

また、他の農林漁業者の組織する団体が主たる構成員又は出資者とな

っている法人並びに構成員又は出資者に３戸以上の農林漁業者を含まな

い団体であって農林漁業関連事業に常時従事する者を３人以上雇用し、

又は常時雇用者を新たに３人以上雇用する目標及びその達成のためのプ

ログラムが設定されているものを含む。 

なお、別表の交付対象事業欄の（１）のエに掲げる施設等を整備しよ

うとする者は、本要領別記４に定める地域協議会（以下「農泊地域協議

会」という。）の構成員ではない者に限る（本事業の完了日以後に農泊

地域協議会の構成員となった場合は、この限りではない。）。 

（２）中小企業者 

農林漁業者と有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用した

相互の経営改善を図るための事業を実施する者であって、農商工等連携
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促進法第２条第１項の規定に基づく中小企業者（個人及びみなし大企業

を除く。） 

（注）みなし大企業とは、以下アからウまでの法人をいう。 

ア 発行済株式の総数又は出資金の額の２分の１以上が同一の大企業の

所有に属している法人 

イ 発行済株式の総数又は出資金の額の３分の２以上が複数の大企業の

所有に属している法人 

ウ 大企業の役員又は職員を兼務する役員が役員総数の２分の１以上を

占めている法人 

２ １の事業実施主体が本事業の交付対象事業費に充てる資金は、次に掲げ

る機関が貸付等を行う資金及び法律又は地方公共団体の条例等に基づいて

貸付等が行われる資金とする。 

（１）農業協同組合 

（２）農業協同組合連合会 

（３）森林組合 

（４）森林組合連合会 

（５）漁業協同組合 

（６）漁業協同組合連合会 

（７）農林中央金庫 

（８）株式会社日本政策金融公庫 

（９）沖縄振興開発金融公庫 

（10）株式会社商工組合中央金庫 

（11）銀行 

（12）信用金庫 

（13）信用協同組合 

（14）都道府県 

（15）市町村 

（16）特別区 

３ 本事業の交付率は次に掲げるとおりとする。 

（１）交付金の交付率は、定額（交付対象経費の 10 分の３以内）とする。た

だし、次のいずれかに該当する事業については、定額（交付対象経費の

２分の１以内）とする。 

ア 中山間地農業ルネッサンス事業実施要綱（平成 29 年３月 31 日付け

28 農振第 2275 号農林水産事務次官依命通知）第２により、都道府県が

中山間地農業の振興を図るために策定する「地域別農業振興計画」に

基づき、かつ、事業実施計画において、地域外での販路の確保、交流
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人口の増加、雇用の確保等の地域経済への波及効果を及ぼす取組につ

いて、具体的な目標値を設定して取り組む事業 

イ 市町村戦略に基づいて行われる取組であり、かつ、地域経済への波

及効果を及ぼす等公益の増進に寄与する取組と当該市町村戦略を策定

した協議会又は当該市町村（特別区を含む。以下同じ。）が認める事

業 

ウ 事業実施計画において、本事業による施設等の整備を契機として、

障害者等（障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条第１号に規定

する障害者、生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第 105 号）第３条

第１項に規定する生活困窮者及び介護保険法（平成９年法律第123号）

第 27 条の規定により要介護認定を受けた者をいう。以下同じ。）を新

たに雇用（本事業により整備した施設等に関連した業務に従事する場

合に限る。）することが記載されており、かつ、事業実施計画の承認

を受けた日から起算して２年を経過する日までに障害者等を雇用する

ことが確実であると認められる事業 

（２）都道府県知事が事業実施主体に交付する交付金の額の算定の方法は、

次のアからウまでに掲げる額のうち最も低い額の範囲内とする。ただ

し、交付金の上限額は原則１億円とする。 

ア 交付対象経費に 10 分の３（（１）のただし書きに該当する場合は２

分の１）を乗じて得た額 

イ 交付対象経費に充てるための２の資金の額 

ウ 交付対象経費からイの額及び地方公共団体等による助成金の額を控

除して得た額 

（３）次のアからウまでに掲げる要件を全て満たす場合には、（２）のただ

し書きにかかわらず、交付金の上限額は２億円とする。ただし、１億円

を超えて上乗せすることができるのは、業務用需要に応じた一次加工品

等の事業者間の取引（以下「ＢtoＢ」という。）において、取引先が求

める独自の品質及び衛生管理の規格又は基準（HACCP の認証機関が定め

る認証基準を上回るものに限る。）に対応するために必要不可欠な機械

の整備に要する掛かり増しの経費に限るものとする。 

ア 目標年度において、本事業におけるＢtoＢに供するものの取扱量又

は取扱金額が本事業で整備した施設等における全製造量又は全取扱金

額の 50 パーセントを超える計画であること。 

イ 取引先が求める独自の品質及び衛生管理の規格又は基準（HACCP の認

証機関が定める認証基準を上回るものに限る。）に対応するために必

要不可欠な機械の整備に要する掛かり増しの経費が明確であること。 
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ウ 事業実施計画に、本事業における一次加工品等の製造過程につい

て、HACCP に関する第三者認証を取得することが明記されていること。 

 

第４ 成果目標及び目標年度 

１ 成果目標 

成果目標は、地域資源を活用した取組により、事業者の付加価値額及び

売上高を増加させることとし、次の（１）から（３）に基づき設定する。

ただし、第３の３の（１）に該当する取組については、併せて地域経済へ

の波及効果を及ぼす取組等に関する目標を設定するものとする。 

（１）認定総合化事業計画に基づく取組 

農林漁業者の組織する団体が認定総合化事業計画で定めた総合化事業

の目標 

（２）認定農商工等連携事業計画に基づく取組 

農林漁業者等及び中小企業者が認定農商工連携事業計画で定めた認定

農商工等連携事業の目標 

（３）都道府県戦略又は市町村戦略に基づく取組 

事業実施主体が定めた目標であって、都道府県戦略又は市町村戦略に

定められた目標の達成に必要と認められるもの 

２ 目標年度 

本事業の目標年度は、事業実施年度から原則５年後とする。 

 

第５ 実施基準等 

１ 採択基準 

（１）必須事項 

ア 多様な事業者（事業実施主体を含む３者以上）が連携するネットワ

ークを構築し、連携の目的及び事業実施主体と連携する事業者の成果

目標の達成に向けた役割分担を定めた規約その他の文書が作成されて

いること。 

イ 第６の３の費用対効果分析は、費用対効果算定要領に定めるところ

により行うものとし、この費用対効果分析の結果が当該要領の基準を

満たしていること。 

ウ 農林漁業者の組織する団体による取組においては、本事業で扱う地

域資源について、事業実施主体及びネットワークを構築する農林漁業

者等（アに定める規約その他の文書に記載のある農林漁業者等をい

う。エにおいて同じ。）が所有する地域資源を、目標年度までに 50 パ

ーセント以上（取扱量又は取扱金額）活用すること（事業実施主体の
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構成員等が所有する場合を含む。）。 

エ 農林漁業者等と中小企業者が連携して行う取組においては、中小企

業者が事業実施主体となる場合は、目標年度までに新商品の原材料と

なる地域資源の 50 パーセント以上（仕入量又は仕入金額）を、ネット

ワークを構築する農林漁業者等から調達すること。農林漁業者等が事

業実施主体となる場合は、目標年度までに新商品の原材料となる地域

資源の 50 パーセント以上（取扱量又は取扱金額）を、事業実施主体単

独又はネットワークを構築する農林漁業者と協同して連携する中小企

業者に供給すること。 

（２）留意事項 

ア 目標年度において、本事業の成果目標の達成が確実と見込まれるこ

と。 

イ 整備を予定している施設が、その性能及び規模等に鑑み、成果目標

の達成に向け適切なものであること。 

ウ 利用計画に基づく施設の適正な利用が確実であると認められるこ

と。 

エ 事業実施主体の収支計画が明らかになっており、収支の均衡がとれ

ていると認められること。 

オ 加工施設を整備する取組の場合は、整備を予定している施設で加工

された製品の販売（販路）等に関する計画が明らかになっているこ

と。 

カ 事業実施主体の直近３年の決算において、原則として、経常損益が

３年連続の赤字となっておらず、かつ、直近１年の決算において、債

務超過（貸借対照表の負債の合計額が資産の合計額を上回り、純資産

の合計額が負数となった状態をいう。）となっていないこと。 

キ 事業規模（施設等の整備に要する経費）が１億円以上となる本事業

を実施する場合にあっては、原則として事業実施主体が５年以上の経

営経験を有していること。 

ク 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（令和３年２月 16 日

農林水産省決定）に係るチェックシートを活用した取組の点検を実施

していること。 

（３）発電施設等の単独整備を実施する場合にあっては、（１）及び（２）

については適用しない。 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）都道府県知事は、事業実施主体から提出された事業実施計画について、

当該事業実施主体に対する交付決定時までに、第３の２に規定する資金
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の貸付等を行う機関から事業実施主体に対し貸付等が行われること及び

貸付等の金額を、当該貸付等を行う機関が発行する融資証明書、出資証

明書、その他の融資が確実に行われることを証明する書類により確認す

るものとする。 
（２）交付対象経費は、当該施設等を整備する都道府県において使用されて

いる単価及び歩掛かりを基準として、地域の実情等に即した適正な現地

実行価格により算定するものとし、施設の規模及び構造等は、それぞれ

の目的に合致しているものとする。 

なお、事業費の低減を図るために適切と認められる場合は、直営施工

を積極的に認めることとし、当該直営施工に係る人力施工費の全額又は

その人力施工費のうち資材費のみを交付の対象とすることができるもの

とする。 

（３）見積書により事業費を算定する場合には、原則として、複数の者から

見積書を徴収し比較検討するものとする。 

（４）交付の対象とする施設等は、耐用年数が目標年度までの期間以上のも

のとする。 

（５）既存施設又は資材の有効利用及び事業費の低減の観点からみて、新

品・新材を利用する場合のほか、増築・改築等を行う本事業又は古品・

古材（中古農業機械を含む。以下同じ。）の利用による本事業の場合も

交付の対象とする。 

なお、古品・古材を利用する場合は、材質、規格、形式等が新品新資

材と一体的な施工及び利用管理を行う上で不都合のないものとする。 

（６）発電施設の整備に当たっては、施設整備による温室効果ガス排出量の

削減目標を設定することとし、当該目標の達成状況については、第 12 に

定めるとおり、事業実施後に評価を行うこととする。 

３ 交付の対象としない経費 

次に掲げる経費は、本事業の実施に必要なものであっても、交付の対象

としない。 

なお、交付の対象としない経費の額が施設等の整備に要する経費に含ま

れ、単体で区分できない場合は、面積等に応じて按分計算等の方法を用い

て、交付の対象としない経費の額を算定して除外するものとする。 

（１）事業実施主体が、本事業によらず、現に実施し、又は既に終了させた

事業に係る経費 

（２）個人で使用する機械、施設、運搬用トラック等の目的外使用のおそれ

のある施設等に係る経費 

（３）既存施設の代替として、同種、同規模及び同効用のものを再度整備す
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るもの（いわゆる更新）並びに交付の対象とする施設のうち附帯施設の

みに係る経費 

（注）認定総合化事業計画の実施期間の終了後、当該認定を受けて生産

する新商品についてさらなる需要を開拓し増産を図るために、改め

て総合化事業計画の認定を受けて取り組む場合に必要となる施設の

整備は、同種、同規模及び同効用のものの再度の整備に当たらない

ため、交付の対象となる。 

（４）既存施設の取壊し及び撤去に係る経費 

（５）交付対象施設等に係る附帯施設としての育苗箱、パレット、コンテナ

及び運搬台車であって低額なもの、フォークリフト（回転アーム、プッ

シュプル又はハイマスト付きのフォークリフトを除く。）及び汎用性の

ある事務用機器等の購入に係る経費 

（６）農林水産物等の加工・流通・販売等のために必要な建物外における地

盤工事等の外構工事（水道管等に近接しており、施設の附帯設備として

一体的に整備する給排水設備等は除く。）、緑地帯、囲障、駐車場、構

内道路の舗装等に係る経費 

 

第６ 事業の実施手続等 

１ 事業実施主体の選定 

事業実施主体から提出された事業実施計画案について、第７配分基準に

規定する方法により配分を行い、予算額の範囲内で事業実施主体を選定す

る。 

２ 事業実施計画の策定 

１により選定された事業実施主体は、別紙様式第１号により事業実施計

画を策定し、都道府県知事に提出するものとする。事業実施主体が、その

事業実施計画を変更したときも、同様とする。 

また、以下の要綱等に基づき設置され、かつ、認定総合化事業計画又は

認定農商工等連携事業計画に定めた目標が達成された施設に、発電施設等

の単独整備を実施する事業実施計画である場合、総合化事業計画又は農商

工等連携事業計画の策定は省略することができるが、別紙様式第１号に定

める事業実施計画を提出する必要があることに留意すること。 

（１）廃止前の６次産業化推進整備事業実施要領（平成 23 年４月１日 22 総

合大 1777 号、22 生産第 10770 号、22 経営第 7116 号農林水産省総合食料

局長、生産局長、経営局長通知） 

（２）廃止前の６次産業化先導モデル育成事業実施要領（平成 23 年 11 月 21

日 22 食産第 1633 号農林水産省食料産業局長通知） 
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（３）廃止前の６次産業化推進整備事業実施要領（平成 24 年４月 20 日 23 食

産第 4068 号農林水産省食料産業局長通知） 

（４）廃止前の６次産業化整備支援事業実施要領（平成 25 年６月３日 25 食

産第 594 号農林水産省食料産業局長通知） 

（５）廃止前の６次産業化ネットワーク活動整備事業実施要領（平成 26 年４

月１日 25 食産第 4873 号農林水産省食料産業局長通知） 

（６）廃止前の６次産業化ネットワーク活動交付金実施要綱（平成 25 年５月

16 日 25 食産第 599 号農林水産事務次官依命通知） 

（７）廃止前の６次産業化ネットワーク活動交付金実施要領（平成 25 年５月

16 日 25 食産第 623 号農林水産省食料産業局長通知） 

（８）廃止前の食料産業・６次産業化交付金実施要綱（平成 30 年３月 30 日

29 食産第 5353 号農林水産事務次官依命通知） 

３ 費用対効果分析 

事業実施主体は、整備する施設等の導入効果について、農山漁村振興交

付金（地域資源活用価値創出対策のうち地域資源活用価値創出整備事業）

費用対効果算定要領（令和４年４月１日付け３農振第 3018 号農林水産省農

村振興局長通知。以下「費用対効果算定要領」という。）により費用対効

果分析を行うこととし、交付対象事業の実施に要する費用に対し得ようと

する効果が適切に得られるか否かを判断し、費用が過大とならないよう効

率性等を十分に検討するものとする。 

４ 事業費の低減 

事業実施主体は、地域の実情に鑑みて、過剰な施設整備と見られるよう

な施設等の整備を排除する等徹底した事業費の低減に努めるものとする。 

５ 環境負荷低減のチェックシートの作成等 

事業実施主体は、環境負荷低減のチェックシートに記載された各取組に

ついて、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、当該チェック

シートを事業実施計画に添付して都道府県知事へ提出するものとする。 

また、実績報告の際は、別紙様式第１号の環境負荷低減のチェックシー

トに記載された環境負荷低減の各取組について、事業実施期間中に実施し

たか否かをチェックし、当該チェックシートを交付等要綱第21の実績報告

書に添付して都道府県知事へ提出するものとする。 

当該チェックシートの作成に当たっては、次の表の左欄に掲げる事業実

施主体の区分に応じ、同表の右欄に掲げる様式を使用することとする。 

事業実施主体の区分 様式 
農業者 別紙様式第１号（別添５） 

畜産業者 別紙様式第１号（別添６） 
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林業者 別紙様式第１号（別添７） 

漁業者 別紙様式第１号（別添８） 

食品関連事業者 別紙様式第１号（別添９） 

その他民間事業者等 別紙様式第１号（別添 10） 

６ 都道府県事業実施計画の策定及び協議 

（１）都道府県知事は、２の事業実施計画を踏まえ、別紙様式第２号により 

都道府県事業実施計画（以下「都道府県計画」という。）を策定し、地

方農政局長等に提出してその内容について協議を行うものとする。 

ただし、第７に基づき配分の対象となった事業実施計画が配分を受け

ることとなったポイントを下回った場合は、当該協議を行うことができ

ないものとする。 

（２）事業実施主体が、北海道にあって、交付等要綱第５の３により本事業

を含む複数の事業を実施する場合にあっては、北海道知事は、（１）に関

わらず、道計画を農村振興局長に提出してその内容を協議するものとす

る。 
（３）地方農政局長等は、協議の結果、当該都道府県計画が妥当であると判

断した場合は承認するものとする。 
ただし、（２）の場合にあっては、農村振興局長は、北海道農政事務所

長と協議の上、承認するものとする。 

（４）地方農政局長等は、承認した都道府県計画及び事業実施計画につい

て、速やかに農村振興局長に報告するものとする。 

７ 都道府県計画の変更又は中止若しくは廃止の協議 

都道府県知事は、６の規定により作成した都道府県計画に次の（１）か

ら（５）までに掲げる事由が生じた場合、又は都道府県計画の中止若しく

は廃止が生じた場合は、別紙様式第２号に当該都道府県計画を添えて地方

農政局長等に提出し、その内容について協議するものとする。 

（１）事業実施主体の変更（事業実施主体の追加、削除又は名称の変更） 

（２）事業実施主体の成果目標の変更（成果目標の変更又は目標値の変更） 

（３）新商品の変更 

（４）認定総合化事業計画及び認定農商工等連携事業計画の変更に伴う変更 

（５）不用額の発生に伴う本交付金の額の減額（地方農政局長等が必要と認

めた場合に限る。） 

８ 交付対象事業の公表 

都道府県知事は、本事業の適正な実施及び透明性の確保に資するため、

本事業を完了したときは、実施した本事業の概要について、都道府県のホ

ームページに掲載する等の方法により、本事業の完了年度の翌年度の７月
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末までに公表するものとする。 

９ その他 

事業実施主体は、本事業の遂行状況等について、都道府県知事に随時報

告するほか、地方農政局長等又は都道府県知事の求めに応じて報告を行

い、本事業の適切な執行に努めるものとする。 

 

第７ 配分基準 

本事業の実施に必要な配分基準については、次のとおりとする。 

１ 都道府県配分額の決定 

（１）国は、第６の２に規定する事業実施計画について、農山漁村振興交付

金の配分基準について（令和８年４月１日付け７農振第○○号農林水産

省農村振興局長通知。以下、「配分基準通知」という。）及び別紙に掲

げる評価項目に定める配点基準に従ってポイントを与え、算定された額

を合計し、配分対象となる事業実施計画を特定した上で、予算額の範囲

内で配分額を決定する。 

ただし、既存の６次産業化施設に発電施設等の単独整備を実施する場

合にあっては、発電施設等を附帯する６次産業化施設の整備を実施する

際に作成した事業実施計画書についてポイントを付与する。 

（２）（１）において、同一ポイントを獲得した事業実施計画が複数ある場

合には、要望額の小さい順に配分する。 

（３）（１）により配分した結果、最後の配分可能額が事業実施計画の要望

額を下回る場合には、当該事業実施計画の要望額の８割を下限とする範

囲内で配分する。 

なお、同一ポイントを獲得した事業実施計画が複数ある場合には、要

望額の小さい順に、事業実施計画の要望額の８割を下限とする範囲内で

配分する。 

（４）（３）により配分した結果、第６の２の（１）から（８）により整備

した施設に発電施設等の単独整備を実施する事業実施計画に配分されな

かった場合、別紙の評価項目のうち⑦のエ～コを除いたポイントによ

り、最後に配分した事業実施計画との比較を行い、ポイントの高い方か

ら配分する。 

２ 配分結果の提示 

１により配分した結果については、予算の要望があった都道府県に対し

て、次の項目を提示するものとする。 

（１）都道府県別の要望件数 

（２）都道府県別の配分対象件数 
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（３）配分対象となった事業実施計画の最低ポイント 

３ 留意事項 

（１）１に従ってポイントを与えられた事業実施計画が、そのポイントに該

当する配点基準の内容と異なり、与えられたポイントを下回ることが明

らかとなった場合は、事業を実施できないものとする。 

（２）配分対象となった事業実施計画の実施を取りやめた場合は、当該年度

及び次年度において同一の事業実施計画で要望することはできないもの

とする。ただし、自然災害等、やむを得ない事情があると地方農政局長

等が認める場合は、この限りではない。 

４ 前々年度の不用額に係る配分額への反映 

都道府県に配分する予算の効率的な執行を図るため、前々年度の都道府

県における交付金の不用額（都道府県が配分を受けた割当額のうち、未執

行となった額をいう。）の率（前々年度不用額／前々年度割当額×100）が

40％以上の都道府県に対しては 20％を、不用額の率が 20％以上 40％未満の

都道府県に対しては 10％を上限として、都道府県ごとの要望額に対する配

分額から減額するものとする。 

 

第８ 事業の施行 

１ 事業の実施 

（１）実施設計書の作成 

ア 事業実施主体は、交付対象事業を実施しようとするときは、あらか

じめ総会の議決等所要の手続を行って交付対象事業の施行方法等を決

定した上で、実施設計書（設計図、仕様書及び工事費明細書等の工事

に必要な設計図書をいう。以下同じ。）を作成し、都道府県知事に提

出するものとする。 

イ 実施設計書の作成に当たって、事業実施主体にその作成能力がない

場合には、設計事務所等に委託し、又は請け負わせて作成するものと

する。 

ただし、製造請負工事に係る実施設計書については、事業実施主体

における総会の議決等所要の手続を行った上で、原則として、一般競

争入札若しくは一般競争入札に準ずる方法（代行施行による競争見積

等）により、施工業者を選定し、又は必要性が明確である場合に限っ

ては単一の施工業者を選定して、当該施工業者に実施設計書を提出さ

せ、これを調整することにより作成するものとする。 

（２）予算の計上 

事業実施主体は、予算案又は事業計画案を作成し総会の議決等を得る
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ものとする。 

なお、予算案又は事業計画案の作成に当たっては、予算科目等におい

て交付対象経費である旨を明示するとともに、交付対象外経費と一括計

上する必要があるときは、明細等において交付対象経費を明確に区分し

ておくものとする。 

（３）地元負担金の調達 

地元負担金（分(負)担金、夫役、現品、寄付金等）の賦課、徴収等の

手続については、市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組

合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、土地改良区

等にあっては、それぞれの関係法規等の定めるところにより、農林漁業

者の組織する団体等にあっては、関係者の総会による議決等に基づき行

うものとする。 

なお、地元負担金の調達については、適正な賦課基準等を定めて行う

とともに、寄付金品を受けてこれに充てる場合には、その旨を明確にし

ておくものとする。 

（４）その他関係法規に基づく許認可 

事業の実施に当たり、土地改良法に基づく施行認可、建築基準法に基

づく確認、農地法に基づく転用の許可等を必要とするときは、事業実施

主体は、関係法令の定めるところにより、当該許認可等を得るものとす

る。 

２ 交付金交付決定前の着手 

交付等要綱第 10 の３の規定により交付決定前着手届を提出する場合にお

いても、交付対象事業の内容が明確となり、交付対象事業の交付金の交付

が確実となった後に着手することとし、また、交付決定までのあらゆる損

失等は自らの責任とすることを承知の上で着手するものとする。 

また、交付決定前着手届の提出を受けた都道府県知事は、事前に理由等

を十分に検討し、交付金交付決定前の着手を必要最小限にとどめるよう事

業実施主体を指導するほか、着手後においても必要な指導を十分に行うこ

とにより、交付対象事業が適正に行われるようにするものとする。加え

て、事業実施主体が交付金交付決定前に着手した場合、交付申請書（交付

等要綱の別記様式第２号をいう。）の４の備考欄に着手予定年月日並びに

交付決定前着手届の日付及び文書番号を記載するものとする。 

３ 施行方法 

（１）施行方法 

交付対象事業は次の（２）から（５）までに掲げるとおり、直営施

行、請負施行、委託施行又は代行施行によって実施するものとし、一の
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交付対象事業については一の施行方法により実施することを原則とす

る。ただし、事業費の低減を図るため適切と認められる場合には、一の

交付対象事業について工種又は施設等の区分を明確にして二以上の施行

方法により施行することができるものとする。 

なお、製造請負工事を伴わない建設工事は、原則として請負施行によ

るものとする。 

また、機械及び器具の購入は、直営施行によるものとする。 

（２）直営施行 

ア 工事 

直営施行においては、事業実施主体は、実施設計書に基づき、材料

の購入、現場雇用労働者の雇用等を直接行い、所定の期間内に事業を

施行するとともに、現場主任等を選任し、現場の事務の一切の処理に

当たらせることにより、工事の適正な実施を図るものとする。選任さ

れた現場主任等は、適正な工事の実施を図るため、工事材料の検収、

受払い、現場雇用労働者の出役の確認等を行うほか、主要工事及び埋

設又は隠ぺいにより工事完了後には明示できない部分の現場写真の撮

影、工事日誌の記録等により工事の実施状況を明確にするものとし、

併せて、工事期間中の事故防止等について、細心の注意を払うものと

する。 

イ 購入 

（ア）機械及び器具の購入においては、事業実施主体は、事前に関係業

者からのカタログの入手や参考見積りを徴収することにより予定価

格を設定し、原則として一般競争入札に付するものとする。ただ

し、一般競争入札に付し難いときは、その理由を明確にし、指名競

争入札に付する又は随意契約によるものとする。 

（イ）随意契約は、以下の場合に限るものとする。また、ｂの場合にお

いては、契約保証金及び履行期限を除き、当初の競争入札に付する

ときに定めた予定価格その他の条件を変更することができないもの

とする。 

ａ 競争入札に付することができない場合において、当該事業実施主

体の総会の議決を得る等の手続を行う場合 

ｂ 競争入札に付しても入札者がない場合、又は落札に至らなかった

場合 

（ウ）事業実施主体は、契約手続の透明性を確保するため、交付対象経

費に係る契約に関し、競争契約にあっては入札者及び入札金額を、

随意契約にあっては契約の相手方及び契約金額を、原則公表するも
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のとする。また、都道府県は、事業実施主体の適正な契約手続を確

保する上で、必要な指導を行うものとする。 

（３）請負施行 

請負施行においては、事業実施主体は、工事請負人を定め、実施設計

書に基づき、かつ、所定の請負代金をもって、所定の期間内に工事を完

了させるものとし、工事に要した経費の明細書の提出を受けて、工事費

の精算を行うものとする。また、工事の請負方法、指導監督及び検査等

は、次に掲げる方法等により行い、適正を期するものとする。 

ア 請負方法 

（ア）工事の請負契約は、原則として、一般競争入札に付すものとする

が、一般競争入札に付し難いときは、その理由を明確にし、指名競

争入札に付する又は随意契約によるものとする。 

なお、随意契約は、以下の場合に限るものとする。また、b の場合

においては、契約保証金及び履行期限を除き、当初の競争入札に付す

るときに定めた予定価格その他の条件を変更することができないもの

とする。 

ａ 競争入札に付し難い場合において、当該事業実施主体の総会の議

決を得る等の手続を行う場合 

ｂ 競争入札に付しても入札者がない場合、又は落札に至らなかった

場合 

（イ）事業実施主体は、契約手続の透明性を確保するため、交付対象経

費に係る契約に関し、競争契約にあっては入札者及び入札金額を、

随意契約にあっては契約の相手方及び契約金額を、原則公表するも

のとする。また、都道府県は、事業実施主体の適正な契約手続を確

保する上で、必要な指導を行うものとする。 

イ 工事の指導監督 

事業実施主体は、請負契約と同時に、請負人から工程表等を提出さ

せるとともに、請負人に現場代理人を定めさせ、当該現場代理人に工

事の施行及び施工管理に関する一切の事項を処理させるものとする。 

また、事業実施主体は、現場監督員等を選任し、請負契約書、実施

設計書に定められた事項について、工程表のとおり工事が実施される

よう指導監督等に当たらせるほか、主要工事及び埋設又は隠ぺいによ

り工事完了後には明示できない部分の現場写真を撮影させ、工事の記

録等を行わせるものとする。 

ウ 工事の検査及び引渡し 

事業実施主体は、請負人が工事を完了したときは、当該請負人から
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工事完了届を提出させるとともに、請負契約書に定められた期間内に

しゅん功検査を行った上で、引渡しを受けるものとする。 

この場合において、しゅん功検査に合格しないときは、期間を定め

て請負人に手直し工事を行わせ、再度検査を行った後に、引渡しを受

けるものとする。 

また、当該検査に合格した工事については、請負人に引取証を交付

するものとする。 

（４）委託施行 

委託施行においては、事業実施主体は、工事の委託先を定め、受託者

に実施設計書、仕様書及び設計図に基づき、かつ、所定の委託金額をも

って、所定の期間内に工事を完成させるとともに、工事に要した経費の

明細書の提出を受けて、工事費の精算を行うものとする。 

また、委託施行による場合は、あらかじめ総会の議決等所要の手続を

行うほか、請負施行との比較検討を行い、委託施行によることとした理

由を明確にしておくものとする。 

なお、委託施行における工事の指導監督、検査及び引渡し等について

は、請負施行に準じて適正に行うものとする。 

（５）代行施行 

代行施行においては、事業実施主体である農業協同組合又は農林漁業

者の組織する団体等が、交付対象事業の施行管理能力を有する設計事務

所又は農業協同組合及び農業協同組合連合会（以下「代行者」とい

う。）と施設等の基本設計の作成（必要な場合に限る。）、実施設計書

の作成又は検討、工事の施行、施工管理（工事の監理を含む。）等を一

括して委託する代行施行契約を締結するものとする。当該契約に基づ

き、委託を受けた代行者（以下「受託代行者」という。）は、完了予定

期日までに実施設計書に基づく工事を完了して事業実施主体に引き渡す

とともに、施行の責任を負うものとする。 

また、事業実施主体及び受託代行者は、交付対象事業の実施に当たっ

ては、次により適正を期するものとする。 

ア 代行施行の選択 

事業実施主体は、代行施行を選択する場合は、代行施行によること

の理由を明確にし、総会の議決等所要の手続を行うものとする。 

イ 代行者の選択 

（ア）代行施行契約は、原則として、一般競争入札に付するものとする

が、一般競争入札に付し難いときは、その理由を明確にし、指名競

争入札に付するものとする。 
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（イ）競争入札に付しても入札者がない場合、又は落札に至らなかった

場合においては、随意契約によることができるものとする。この場

合においては、契約保証金及び履行期限を除き、競争入札に付する

ときに定めた予定価格その他の条件を変更することができないもの

とする。 

地方公共団体以外の事業実施主体が、代行施行契約をしようとする

場合は、交付等要綱第 33 の定めるところにより、所要の手続を行う

ものとする。 

（ウ）事業実施主体は、契約手続の透明性を確保するため、交付対象経

費に係る契約に関し、競争契約にあっては入札者及び入札金額を、

随意契約にあっては契約の相手方及び契約金額を、原則公表するも

のとする。また、都道府県は、事業実施主体の適正な契約手続を確

保する上で、必要な指導を行うものとする。 

ウ 建設委員会の設置等 

代行施行においては、事業実施主体及び受託代行者の連携を緊密に

し、交付対象事業の目的に即して適正に工事等を実施する必要がある

ことから、事業実施主体及び受託代行者は、建設委員会等を設置し、

適宜、協議を行うものとする。 

また、受託代行者は、施工管理担当者を定め、これを事業実施主体

に通知するものとし、事業実施主体及び受託代行者は、当該施工管理

担当者を建設委員会等の委員に加えること等により、工事等の施行体

制を整備するものとする。 

エ 施工業者の選定 

建築施工業者並びに機械及び施設の製造請負人の選定については、

事業実施主体及び受託代行者の協議により入札参加申請のあった者に

ついて、資格要件を審査し、その結果を当該申請者に通知するととも

に、公正な競争入札を行わせること等により、適正を期するものとす

る。 

事業実施主体は、契約手続の透明性を確保するため、交付対象経費

に係る契約に関し、競争契約にあっては入札者及び入札金額を、随意

契約にあっては契約の相手方及び契約金額を、原則公表するものとす

る。また、都道府県は、事業実施主体の適正な契約手続を確保する上

で、必要な指導を行うものとする。 

オ 支給品の取扱い 

受託代行者が施工業者に工事材料を支給する場合には、実施設計書

の作成の段階のみならず、施工業者が選定され、受託代行者と施工業
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者の間で請負契約を行う段階においても、再度見直しを行い、工事材

料を支給品とすることの適否を十分に検討することにより、事業実施

の適正を期するものとする。 

また、受託代行者は、工事材料を支給品とすることについては、あ

らかじめ事業実施主体と協議するとともに、交付対象事業の目的に即

した優良な工事材料が適正価格をもって使用されることにより事業費

の低減を図ることを旨として、決定するものとする。 

カ 工事監督 

受託代行者は、エにより施工業者を選定し、請負契約を締結すると

同時に、当該施工業者から工程表等を提出させるとともに、現場代理

人等を定めさせるものとする。また、ウの施工管理担当者は、実施設

計書、工程表等に即した工事材料の検収及び工事の指導監督に当たる

とともに、工事監督の記録、主要工事及び埋設又は隠ぺいにより工事

完了後には明示できない部分の現場写真の撮影等により工事の実施状

況を記録するものとする。 

キ 工事の検査及び引渡し 

受託代行者は、施工業者が工事を完了したときは、当該施工業者か

ら工事完了届を提出させるとともに、必要な場合には試運転等を行わ

せ、請負契約書に定められた期間内にしゅん功検査を行った上で、引

渡しを受け、これを事業実施主体に引き渡すものとする。この場合に

おいて、しゅん功検査に合格しないときは、期間を定めて当該施工業

者に手直し工事を行わせ、再度検査を行った後に引渡しを受けるもの

とする。 

ク 精算 

事業実施主体は、受託代行者から施設等の引渡しを受けるに当たっ

ては、同時に、受託代行者に対して工事に要した経費の明細書、必要

な証拠書類の写し、出来高設計書等の提出を求め、内容を確認した上

で、受託代行者と締結した契約書に基づく期間内に代行施行管理料及

び製造請負管理料の支払を含む精算を行うものとする。 

４ 契約の適正化 

交付対象事業に係る契約については、補助金等予算執行事務に関する適

正化措置について（平成９年５月９日付け９経第 895 号農林水産省大臣官

房経理課長通知）により、契約の手続等の一層の公平性、透明性等を図る

ものとする。 

 

第９ 施設等の管理 
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事業実施主体は、本事業で整備した施設等を常に良好な状態で管理し、必

要に応じて修繕、改築等を行い、その設置目的に即して最も効率的な運用を

図り適正に管理運営するものとする。 

１ 管理主体 

施設等の管理は、原則として、事業実施主体がこれを行うものとする。

ただし、事業実施主体が、施設等の管理運営を直接行い難い場合には、都

道府県知事が適当と認める者に管理運営させることができるものとする。

管理運営を委託する場合には、管理主体は、原則として、第３の１に定め

られた事業実施主体の範囲内のものとする。 

この場合において、事業実施主体は、管理の委託を受ける者と、管理を

委託する施設等の種類、設置場所、移管の年月日、管理方法、管理の委託

を受ける者の権利、義務等必要な事項について協議し、委託契約を締結す

るものとする。 

２ 管理方法 

（１）事業実施主体は、施設等の管理状況を明確にするため、農山漁村振興

交付金交付等要綱（令和３年４月１日付け２農振第 3695 号農林水産事務

次官依命通知）別記様式第 12 号による財産管理台帳を施設等に備え置く

ものとする。 

（２）事業実施主体は、その管理する施設等について、総会の議決等所要の

手続を経て管理規程又は利用規程を定めることにより適正な管理運営を

行うとともに、施設等の継続的活用を図り得るよう更新に必要な資金の

積立に努めるものとする。特に、交付金の交付を受けて圧縮記帳を行っ

ている場合には、留意するものとする。 

（３）（２）の管理規程又は利用規程には、次に掲げる事項のうち施設等の

種類に応じ必要な項目を明記するものとする。 

ア 事業名及び目的 

イ 種類、名称、構造、規模、型式及び数量 

ウ 設置場所 

エ 管理主体名並びに管理責任者の役職及び氏名 

オ 利用者の範囲 

カ 利用方法に関する事項 

キ 利用料に関する事項 

ク 保全に関する事項 

ケ 償却に関する事項 

コ 必要な資金の積立に関する事項 

サ 管理運営の収支計画に関する事項 
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シ その他必要な事項 

（４）事業実施主体は、施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運

用を図るため、施設等の管理運営日誌又は施設利用簿等を適宜作成し、

整備保存するものとする。 

３ 財産処分の手続 

（１）事業実施主体は、施設等について、その処分制限期間（農林畜水産業

関係補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令第 18 号）第５条の別表によ

る処分制限期間又は減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和 40 年大

蔵省令第 15 号）に定める耐用年数に相当する期間をいう。以下同じ。）

内に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第

179 号。以下「適正化法」という。）第 22 条に基づく財産処分（以下

「財産処分」という。）として、当該施設等を当該交付金の交付の目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとす

るときは、「補助金等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等

の承認基準について」（平成 20 年５月 23 日付け 20 経第 385 号農林水産

省大臣官房経理課長通知。以下「承認基準」という。）の定めるところ

により、都道府県知事に承認を受けなければならない。 

（２）都道府県知事が（１）の承認をするときは、あらかじめ地方農政局長

等に申請し、その承認を受けなければならない。 

４ 増築等に伴う手続 

（１）事業実施主体は、当該施設等の処分制限期間内に施設等の移転若しく

は更新又は主要機能の変更を伴う増築若しくは模様替え（以下「増築

等」という。）を行おうとするときは、あらかじめ別紙様式第５号によ

り都道府県知事に届け出るものとする。 

（２）（１）により届出を受けた場合、都道府県において、当該増築等の必

要性を検討し、検討の結果、必要性が認められた場合は地方農政局長等

に届け出るものとする。 

 

第 10 交付対象事業費の内容、構成及び積算 

１ 交付対象事業費の内容 

（１）土地基盤の整備 

別表の事業メニュー欄のうち、農地等の整備の実施に要する経費に係

る国の交付対象経費は、次のとおりとする。 

  １ 工事費関係 

（ａ）工事費 

 

 

支給品費を含む。修景施業や花木植栽等が必要な場合

は、樹高伐、樹下植栽、その他育林を含む。 
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（ｂ）測量設計

費 

（ｃ）機械器具

費 

（ｄ）営繕費 

 

（ｅ）用地費及

び補償費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｆ）全体実施

設計費 

（ｇ）換地費 

 

（ｈ）工事雑費 

 

 

 

 

工事に必要な調査、測量及び試験に要する経費 

 

工事の施行に必要な機械器具等の購入費（耐用年数が工

事期間を超えるものを除く。） 

工事の施行に必要な事務所、現場詰所等の設置及び借入

れに必要な経費 

別表の事業メニュー欄のうち、（２）のアの簡易土地基

盤整備、イの農業用水のために必要な施設及びウの営農飲

雑用水のために必要な施設に要するものに限る。 

補償費については、工事の施工に伴う騒音、地盤の沈下

等による損失補償は、事業実施主体及び工事請負人が善良

な管理を行っていたにもかかわらず予測できなかった不可

抗力による損失に限る。 

なお、用地費及び補償費の取扱いに当たっては、土地改

良事業に伴う用地等の取得及び損失補償要綱の制定につい

て（昭和 38 年３月 23 日付け 38 農地第 251 号農林省農地

局長通知）の定めるところに準ずるなど適正に行うものと

する。 

 

 

土地改良法第２条第２項第２号に定める区画整理及び同

項第３号に定める農用地の造成に要するものに限る。 

農山漁村振興交付金（地域資源活用価値創出対策）のう

ち、地域資源活用価値創出整備事業の附帯事務費及び工事

雑費の取扱いについて（令和４年４月１日付け３農振第

3019 号農村振興局長通知。以下「附帯事務費及び工事雑

費の取扱通知」という。）の記の２によるものとする。 

２ 交換分合事

業費 

土地改良法第２条第２項第６号及び農業振興地域の整備

に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）第 13 条の２に定

める交換分合に要するものに限る。 

  
（２）機械器具 

別表の事業メニュー欄のうち、（２）のエの農林水産物等の生産に必

要な施設その他の機械器具の購入（以下「機械器具の購入」という。）

に要する経費に係る国の交付対象経費は、次のとおりとする。 

  １ 機械器具費 

（ａ）本機購入

費 

（ｂ）附属機械

器具購入費 

 

 

個人で使用する機械等、目的外使用のおそれがあるもの

を除く。 
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２ 工事雑費 本機及び附属機械器具の運送料並びに定置式機械の据付

料（車両購入費にあっては、重量税、取得税及び自動車損

害賠償責任保険料を含む。） 

ただし、現地着単価によって購入するときは、運送料を

除くものとする。 

  
なお、機械器具等については、本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさ

ない範囲で、農業等の他の用途に一時使用することについては妨げな

い。 

（３）建築工事及び製造請負工事 

農地等の整備及び機械器具の購入以外のもの（以下「建築工事及び製

造請負工事」という。）の実施に要する経費に係る国の交付対象経費

は、次のとおりとする。 

  １ 工事費 

（ａ）建築工事

費 

（ｂ）製造請負

工事費 

（ｃ）機械器具

費 

 

 

 

 

 

個人で使用する機械等、目的外使用のおそれがあるもの

を除く。 

 

２ 実施設計費 

 

 

３ 工事雑費 

 

 

附帯事務費及び工事雑費の取扱通知の記の２によるもの

とする。 

  
なお、機械器具等については、本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさ

ない範囲で、農業等の他の用途に一時使用することについては妨げな

い。 

（４）附帯事務費 

ア 附帯事務費の額 

交付対象となる附帯事務費の額は、交付対象事業に要する総事業費

に附帯事務費及び工事雑費の取扱通知の別表３に定める附帯事務費の

率を乗じて得た額を上限とする。 

イ 附帯事務費の使途基準 

交付対象となる附帯事務費の使途基準については、附帯事務費及び

工事雑費の取扱通知の記の１によるものとする。 

ただし、耐用年数が交付対象事業の実施期間を超える備品の購入経

費については、原則として交付の対象としない。 
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２ 交付対象事業費の構成 

１の（１）から（３）までの交付対象事業費の構成は、次を標準とする

ものとする。 

（１）土地基盤の整備 

ア 請負施行の場合 

（ア）農地等の整備 

 

 

（イ）林地等の整備 

 

 

 

イ 直営施行の場合 

 

 

（２）機械器具 

直接工事費 純工事費
工事費 工事価格 工事原価 共通仮設費

間接工事費
現場管理費（諸経費） 共通費

一般管理費等（諸経費）

消費税相当額

事業費
用地費及び補償費

測量設計費（実施設計費を含む。）

換地費

工事雑費
注）この表は、土地改良事業等請負工事の価格積算要綱（昭和52年２月14日付
け52構改Ｄ第24号農林水産事務次官依命通知）及び草地開発整備事業等事業費
積算要綱（昭和46年４月19日付け46畜Ｂ第9545号農林省畜産局長通知）に準拠
したものである。

新植費又は改良費
造林費 補植費

事業費 保育費

工事雑費

直接工事費
工事費 工事価格 純工事費 共通仮設費

間接工事費
消費税相当額 現場管理費（諸経費）

事業費 用地費及び補償費

測量設計費（実施設計費を含む。）

工事雑費
注）この表は、土地改良事業等請負工事の価格積算要綱及び草地開発整備事業
等事業費積算要綱に準拠したものである。



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）建築工事及び製造請負工事 

ア 請負施行の場合 

本機購入費
購入価格

機械器具費 附属機械器具購入費
事業費 消費税相当額

工事雑費
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イ 代行施行の場合 

 

 

３ 交付対象事業費の積算及び取扱い 

建物工事費

  直接工事費 電気設備工事費
 純工事費

工事原価 機械設備工事費
　工事価格   共通仮設費

建設工事費
 現場管理費（諸経費）

 共通費
 工事費 一般管理費等（諸経費）

　消費税相当額

機械器具費及び機材費

運搬費
事業費  製造請負  工事価格 工事費

 工事費 組立・据付工事費  現場管理費
諸経費

 一般管理費
 消費税相当額

 購入費 本機購入費
機械器具費

附属機械器具購入費
 消費税相当額

 実施設計費

 工事雑費
注）この表は、「公共建築工事積算基準」、「公共建築工事共通費積算基準」、「公共建
築工事標準歩掛り」、「公共建築数量積算基準」、「公共建築設備数量積算基準」、「公
共建築工事内訳書標準書式」及び「公共建築工事見積標準書式」の制定について（平成17
年３月25日付け16経第1987号農林水産省大臣官房経理課長通知）に準拠したものである。

建物工事費

直接工事費 電気設備工事費
純工事費

工事原価 機械設備工事費
工事価格 共通仮設費

建設工事費

現場管理費（諸経費）

事業費 一般管理費等（諸経費） 共通費

消費税相当額

実施設計費

工事雑費
機械器具費及び機材費

工事価格 運搬費
製造請負 工事費
工事費 組立・据付工事費 現場管理費

製造請負管理料 諸経費
一般管理費

消費税相当額
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交付対象事業費は、それぞれの施行方法に応じ、次により積算するもの

とする。 

また、一の事業が二以上の施行方法により施行される場合には、それぞ

れの施行方法別に区分して積算するものとする。 

なお、直営施行で実施する場合は、交付対象事業費の構成、積算等に当

たり、諸経費（現場管理費、一般管理費等）を計上しないものとする。た

だし、（１）にあっては、現場管理費のうち現場雇用労働者に関する労災

保険等の保険料のみ計上できるものとする。 

（１）土地基盤の整備 

ア 工事費 

（ア）積算の方法 

土地基盤の整備は、原則として、「土地改良事業等請負工事の価

格積算要綱」、「土地改良事業等請負工事積算基準」（平成５年２月

22 日付け５構改Ｄ第 49 号農林水産省構造改善局長通知）、「草地開

発整備事業等事業費積算要綱」その他実施しようとする事業と同種

の団体営級の公共事業の基準に準じて積算するものとする。 

（イ）支給品費等の取扱い 

支給品費及び地方公共団体等が出資する法人が事業実施主体である

事業の現場管理費及び一般管理費等並びに工事雑費の積算の取扱いに

ついては、（３）に定めるところによるものとする。 

イ 測量設計費 

測量設計費は、工事のための測量、試験、設計等に必要な委託費又

は請負費とする。 

ウ 用地費及び補償費 

（ア）用地費及び補償費は、土地基盤整備等における用地の買収費、工

事に伴う補償金、補償工事費等とする。 

（イ）土地基盤整備等に係る用地の買収又は賃借に要する費用及び補償

費の積算は、「土地改良事業に伴う用地等の取得及び損失補償要綱

の制定について」に準じて行うものとする。 

（２）機械器具 

機械器具のみの購入に係るものについては、本機購入費、附属機械器

具購入費等の機械器具費及び工事雑費に区分して積算するものとする。 

なお、機械器具費の積算において、機種等を選定して行う場合には、

その必要性を明確にした上で、性能の比較検討等を行うものとする。 

また、工事雑費の積算の取扱いについては、（３）のウに定めるとこ

ろによるものとする。 
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（３）建築工事及び製造請負工事 

建築工事を伴うものについては、工事費、実施設計費及び工事雑費に

区分して積算するものとする。 

ア 工事費 

（ア）積算の方法 

ａ 工事費は、都道府県において使用されている単価及び歩掛かりを

基準として、現地の実情に即した適正な現地実効価格によるものと

し、建設工事費については直接工事費及び共通費、製造請負工事費

については機械器具・機材費、運搬費及び組立・据付工事費、機械

器具費については本機購入費及び附属機械器具購入費に区分して積

算するものとする。 

さらに、直接工事費は、実施設計書の表示に従って種目ごとに建築

工事、電気設備、機械設備工事等に区分し、共通費は、共通仮設費、

現場管理費、一般管理費等に区分してそれぞれ積算するものとする。 

この場合、各費目の積算に使用する材料等の価格等には、消費税及

び地方消費税に相当する分を含まないものとする。 

また、製造請負工事費及び機械器具費の積算において、機種等を選

定して行う場合には、その必要性を明確とした上で、性能の比較検討

等を行うものとする。 

ｂ 建築工事及び製造請負工事の積算は、原則として、「「公共建築

工事積算基準」、「公共建築工事共通費積算基準」、「公共建築工

事標準歩掛り」、「公共建築数量積算基準」、「公共建築設備数量

積算基準」、「公共建築工事内訳書標準書式」及び「公共建築工事

見積標準書式」の制定について」（平成 17 年３月 25 日付け 16 経第

1987 号農林水産大臣官房経理課長通知）に準じて行うものとする。 

（イ）支給品費 

ａ 支給品費は、請負施行及び委託施行にあっては事業実施主体が、

代行施工にあっては受託代行者が、請負人等に原則として無償で支

給する工事材料費として、請負施行等に係る工事費部分と区分して

工事費に計上するものとする。 

ｂ 支給品費の積算は、支給材料の仕入価格に支給材料の保管、運

搬、管理等に必要な経費を加えた額とする。 

ｃ 工事材料を支給する場合は、工事材料を支給することが工事費の

低減になるかどうかを検討した上で、支給することが工事費の低減

になるときは、原則として、工事材料を支給品費として積算するも

のとする。 
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（ウ）古品又は古材 

ａ 古材を使用する施設について交付対象とする経費は、古材購入

費、基礎工事費、組立費、現場施工費、塗装費、附帯施設費等の工

事費、実施設計費及び工事雑費とし、既存施設の解体費は対象とし

ないものとする。 

ｂ 請負工事にあっては、当該工事に使用される古品又は古材は、事

業実施主体からの支給品として取り扱うものとする。 

（エ）共通仮設費 

共通仮設費は、建物、工作物の各種の直接工事に共通して必要な次

に掲げる費用とし、その積算は、当該直接工事の規模、工事期間等の

実情に応じて適正に行うものとする。 

区  分 内        容 

  準備費 

 

仮設建物費 

 

工事施設費 

 

試験調査費 

 

整理清掃費 

 

動力用水光熱費 

 

 

技術管理費 

機械器具費 

安全費 

 

運搬費 

その他 

敷地測量及び整理、仮道路、仮橋、道板、借地その他

占有料等に関する費用 

仮現場事務所倉庫、宿舎等直接工事に共通的に必要な

仮施設等の設置、撤去、補修等に要する費用 

仮囲、工事用道路、歩道構台、場内通信設備等の工事

用施設等の設置、撤去、補修等に要する費用 

地耐力試験、施設の機能試験、材料及び製品試験等に

要する費用 

整理清掃、屋外後片付け清掃、屋外発生材処分、養生

等に要する費用 

工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並

びに動力、用水、光熱等に関する引込負担金等に要する

費用 

品質管理、出来高管理及び試験等に要する費用 

共通仮設用機械及び機械器具修繕に要する費用 

工事施工のための安全に要する費用で、警備員、交通

整理員等の安全監理及び安全標識、合図等に要する費用 

共通仮設に伴う運搬に要する費用 

上記のいずれにも属さない共通仮設等に伴う費用 

  
（オ）諸経費 

ａ 諸経費は、請負施行、委託施行又は代行施行において請負人等が

必要とする、次の表１に掲げる現場管理費及び次の表２に掲げる一

般管理費とする。 

ｂ 諸経費は、原則として、現場管理費、一般管理費に区分して積算

するものとし、それぞれ直接工事費に対して適切な率以内とする。 

表１ 現場管理費 
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区  分 内        容 

  労務管理費 

 

 

 

 

 

租税公課 

 

保険料 

 

従業員給与手当 

 

 

退職金 

 

法定福利費 

 

 

 

福利厚生費 

 

事務用品費 

 

通信交通費 

補償費 

 

 

原価性経費配賦

額 

雑費 

 

現場労働者及び現場雇用労働者の労務管理に要する費

用、募集及び解散に要する費用、厚生に要する費用、純

工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用、

賃金以外の食事、通勤費等に要する費用、安全及び衛生

に要する費用、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第

50 号）による給付以外に災害時に事業主が負担する費用 

工事契約書等の印紙代、申請書、謄抄本登記等の証紙

代等、諸官公署手続費用 

火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責

任保険及び法定外の労災保険の保険料 

現場従業員及び現場雇用労働者の給与、諸手当（交通

費、住宅手当等）及び賞与、施工図等を外注した場合の

設計費等 

現場従業員に対する退職給与引当金繰入額及び現場雇

用労働者の退職金 

現場従業員及び現場労働者及び現場雇用労働者に関す

る労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保

険料の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づ

く事業主負担額 

現場従業員に関する厚生、貸与被服、健康診断、医療

等に要する費用 

事務用消耗品費、事務用備品、新聞、図書、雑誌等の

購入費、工事写真代等の費用 

通信費、旅費及び交通費 

工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工

事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる

補償費。ただし、電波障害等に関する補償費を除く。 

本来現場で処理すべき業務の一部を本店及び支店が処

理した場合の経費の配賦額 

会議費、式典費、工事実績等の登録等に要する費用、

その他上記のいずれの科目にも属さない費用 

  
 

表２ 一般管理費 

区  分 内        容 

  役員報酬 

従業員給料手当 

 

退職金 

 

取締役及び監査役に要する経費 

本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与

（賞与引当金繰入額を含む。） 

本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金（退職

引当金繰入額及び退職年金掛金を含む。） 
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法定福利費 

 

福利厚生費 

 

維持修繕費 

 

事務用品費 

 

通信交通費 

動力用水光熱費 

調査研究費 

広告宣伝費 

交際費 

寄付金 

地代家賃 

減価償却費 

試験研究償却費 

 

開発償却費 

 

租税公課 

 

保険料 

契約保証費 

雑費 

本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険

料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額 

本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被

服、医療、慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用 

建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費

等 

事務用消耗品、固定資産に計上しない事務用品及び新

聞、参考図書等の購入費 

通信費、旅費及び交通費 

電力、水道、ガス等の費用 

技術研究、開発等の費用 

広告、公告又は宣伝に要する費用 

得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用 

社会福祉団体等に対する寄付 

事務所、寮、社宅等の借地借家料 

建物、車両、機械装置、事務用品等の減価償却額 

新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用

の償却額 

新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場

の開拓のための特別に支出した費用の償却額 

不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料そ

の他の公課 

火災保険その他の損害保険料 

契約保証に必要な費用 

社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項

目にも属さない費用 

  
（カ）消費税等相当額 

消費税等相当額は、消費税及び地方消費税に相当する分を積算する

ものとし、その積算は、工事価格等に消費税及び地方消費税の税率を

乗じたものとする。 

イ 実施設計費 

実施設計費は、設計に必要な調査費（地質、水質、その他施設の規

模、構造、能力等設計に必要な諸条件を調査するために必要な費用と

する。）及び設計費（設計に必要な費用とする。）とし、当該実施設

計を委託し、又は請け負わせる場合に限り、交付対象とするものとす

る。 

なお、当該実施設計と併せて工事の施工監理を建築士事務所等に委

託し、又は請け負わせる場合においては、当該監理料を実施設計費に

含めることができるものとする。 
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ただし、代行施行にあっては、当該監理料を実施設計費に含めない

ものとする。 

ウ 工事雑費 

交付対象となる工事雑費の使途基準については、附帯事務費及び工

事雑費の取扱通知の記の２によるものとする。ただし、耐用年数が交

付対象事業の実施期間を超える備品を購入する経費については、原則

として交付の対象としないものとする。 

エ 代行施行の製造請負工事に係る製造請負管理料 

代行施行の製造請負工事に係る製造請負管理料の額は、機械器具及

び機材費、運搬費並びに組立・据付工事費の５％に相当する額以内と

する。 

また、その上限額は2,000万円とし、施設全体の製造請負工事ごとに

適用するものとする。 

ただし、次の要件を全て満たす場合には、同一施設の製造請負工事

であっても、設備ごとに区分した契約ごとに適用することができるも

のとする。 

なお、特許権に係る設備の場合には、次の要件に関わりなく区分で

きるものとする。 

（ア）交付決定された施設の事業費のうち、製造請負工事費が 10 億円を

超えること。 

（イ）施設の中の機能が、設備ごとに大きく異なり各々独立して稼働す

ること。 

（ウ）設備ごとの技術の専門性が高いため、一請負業者が統括して施工

することが困難であること。 

オ 合体施行 

合体により施設整備を実施する場合の施設費の交付対象となる経費

と交付対象とならない経費の区分は、床面積、容積、施設の構造等を

基準として実情に即した適正な方法で行い、実施設計書において明ら

かにしておくものとする。 

また、実施設計費及び工事雑費については、それぞれの事業費の割

合に応じて按分するなど適正に行うものとする。 

 

第 11 事業完了に伴う手続 

１ しゅん功届 

事業実施主体は、施設等ごとに工事が完了したときは、速やかにその旨

を都道府県知事に届け出るものとする。 
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届出を受けた都道府県知事は、必要に応じて当該工事のしゅん功検査を

実施し、不適正な実態がある場合は手直し等の措置を指示し、交付対象事

業の適正を期するものとする。 

なお都道府県知事は現地において現場監督者等からの報告及び出来高設

計書、検査調書、引渡書、納品書、工事請負契約書等の書類により工事の

完了期日及び事業費を確認するものとする。 

２ 事業の実績報告 

事業実施主体は、交付対象事業が完了したときは、実績報告書（交付等

要綱第 21 の実績報告書をいう。以下同じ。）に出来高設計書を添付して、

都道府県知事にこれらを提出し実績を報告するものとする。 

３ 事業実績報告時及び事業完了検査時の確認 

既に支払が行われている場合には、１に加えて次の（１）及び（２）に

より事業費が適正に支出・受領されていることも確認するものとする。 

（１）施工業者への事業費の支払を証する資料 

事業実施主体から施工業者に対して事業費が支払われているかを会計

帳簿、振込受付書等で確認。 

（２）施工業者が事業費を受領したことを証する資料 

領収書の写し等により、施工業者が事業実施主体から事業費を受領し

ていることを確認。 

４ 事業完了後の確認 

都道府県知事等は次の（１）及び（２）により、事業完了後目標年度ま

で、事業が適正に実施されていることを確認するものとする。  

（１）経営状況の確認 

目標年度までの毎年度、直近の決算報告書等により経営状況を確認。 

（２）現地確認 

現場責任者等から施設の稼働状況について聴取し、又は実地に確認。 

５ その他関係法規に基づく手続 

事業完了に伴って、土地改良法に基づく工事完了届、建築基準法に基づ

く使用承認等を必要とするときは、事業実施主体は、関係法規の定めると

ころにより、それぞれ所要の手続を行うものとする。 

 

第 12 事業実施後の評価等 

１ 事業実施状況の報告等 

（１）報告 

事業実施主体は、適切な事業執行に努めるとともに、本事業の実施年

度から目標年度までの間、事業実施状況の点検を自ら行い、次に掲げる
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事項を含めて事業実施状況の報告書を作成し、毎年度の決算から３か月

以内に、都道府県知事に報告するものとする。なお、報告書への記載

は、定量的な根拠に基づき具体的に行うものとする。 

ア 事業実施状況 

イ 目標年度までの各年度の目標値及び目標値の達成率 

ウ 事業の効果、事業実施後の課題及び改善方法 

（２）事業実施主体に対する措置 

都道府県知事は、事業実施主体から（１）に定める事業実施状況報告

書の提出があった場合は、その内容を点検し、各年度の成果目標の達成

率が３年連続して 70%未満となった場合又は単年度で 50%未満となった場

合は、当該事業実施主体に対し、中小企業診断士（中小企業支援法（昭

和38年法律第147号）第 11条に定める中小企業の経営診断の業務に従事

する者をいう。以下同じ。）等による経営指導並びに事業実施主体によ

るその要因及び推進体制、施設の利用計画等の見直し等目標の達成に向

けた方策を内容とする、別紙様式第３号による改善計画の作成を含む必

要な改善措置を指導するものとする。 

（３）地方農政局長等への報告 

都道府県知事は、（１）の規定により事業実施主体から報告があった

事業実施状況報告書の内容を踏まえて、別紙様式第４号による事業実施

状況報告書を作成し、原則、毎年 10 月末までに、地方農政局長等に報告

するものとする。 

また、地方農政局長等は都道府県知事から報告のあった事業実施状況

報告書について、原則、毎年 11 月末までに、農村振興局長に報告するも

のとする。 

（４）都道府県知事に対する指導 

ア （３）の規定により報告があった地方農政局長等は、成果目標に係

る進捗状況等の点検を行い、その結果を踏まえて、必要に応じ、都道

府県知事を指導するものとする。 

イ 地方農政局長等は、アに規定する指導を行った場合は、当該指導の

内容の報告があった年度の 12 月末までに、農村振興局長に報告するも

のとする。 

（５）都道府県知事に対する報告徴収 

地方農政局長等は、都道府県知事に対し、（３）に定める報告のほ

か、必要に応じ、事業実施主体ごとの事業実施状況について、報告を求

めることができるものとする。 
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２ 事業成果の評価等 

（１）報告 

事業実施主体は、事業実施計画に定められた目標年度の達成状況につ

いて、自ら評価を行い、１の（１）のアからウまでに掲げる事項を含め

て評価報告書を作成し、目標年度の決算から３か月以内に、都道府県知

事に報告するものとする。なお、報告書への記載は、定量的な根拠に基

づき具体的に行うものとする。 

（２）事業実施主体に対する措置 

都道府県知事は、事業実施主体から（１）に定める評価報告書の提出

があった場合は、その内容を点検し、その結果、事業実施計画に定めた

成果目標の達成率が 100％未満の場合には、当該事業実施主体に対し、中

小企業診断士等による経営指導並びに事業実施主体によるその要因及び

推進体制、施設の利用計画等の見直し等目標の達成に向けた方策を内容

とする、別紙様式第３号による改善計画の作成を含む必要な改善措置を

指導し、当該成果目標が達成されるまでの間、１に準じて改善状況を報

告させるものとする。 

（３）地方農政局長等への報告 

都道府県知事は、（１）の規定により報告を受けた事業成果の状況に

ついて、別紙様式第４号により報告書を作成し、原則、毎年 10 月末まで

に、地方農政局長等に報告するものとする。 

また、地方農政局長等は都道府県知事から報告のあった評価報告書に

ついて、原則、毎年 11 月末までに、農村振興局長に報告するものとす

る。 

（４）事業成果の評価 

（３）の規定により報告があった地方農政局長等は、その内容を点検

し、遅滞なく関係部局で構成する検討会を開催し、事業の成果の評価を

行うものとする。また、当該評価の結果を踏まえ、必要に応じて都道府

県知事を指導するものとする。 

この場合において、地方農政局長等は、当該評価結果及び当該指導の

内容を、評価及び指導を行った年度の 12 月末までに、農村振興局長に報

告するものとする。 

３ 改善措置の指導等 

（１）事業実施主体は、１の（２）及び２の（２）による都道府県知事から

の措置等を踏まえ、新商品の変更を行わなければ成果目標の達成が困難と

判断するときは、次のアからウまでに掲げる要件を満たす場合に限り、新

商品の変更を伴う改善計画を、別紙様式第３号を用いて作成することがで
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きる。 

ア 第４の１に定める成果目標を下回らないこと。 

イ 本事業により整備した施設等を活用するものであること。 

ウ 新商品の変更が次の（ア）から（ウ）までのいずれかに該当するこ

と。 

（ア）商品そのものが新しいこと。 

（イ）原料が新しいこと。 

（ウ）製法が新しいこと。 

（２）（１）の改善計画を作成した事業実施主体は、事業実施計画期間中に

おいては、別紙様式第１号を用いて、都道府県知事に対し新商品の変更

に係る事業実施計画の変更申請を行うものとし、これを受けた都道府県

知事は、地方農政局長等と協議の上、当該改善計画及び変更事業実施計

画を妥当と認めるときは、承認するものとする（事業実施期間中におい

ては、認定総合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画の変更申請及

び認定は別途必要である。）。 

（３）都道府県知事は、１の（２）及び２の（２）による改善措置等を実施

してもなお、目標の達成率が 50％未満となった場合には、事業の中止又

は条件を付した事業の継続等の検討を行うものとし、その結果を地方農

政局長等へ報告するものとする。 

（４）地方農政局長等は、都道府県知事から（３）による検討の結果、事業

を継続する旨の報告を受けた場合には、必要に応じて、事業の継続につ

いての合理的な理由の有無につき審査し、理由がないと認められる場合

又は事業実施状況の改善が見込めないと判断される場合は、都道府県知

事に対し、交付した交付金の全部又は一部の返還を求めることができる

ものとする。 

（５）本事業及び第６の２の（１）から（８）までのうち認定総合化事業計

画又は認定農商工等連携計画に基づき事業を実施したものにおいて改善

計画を作成中又は改善計画に基づいて事業を実施中の事業実施主体は、

目標が達成されるまでの間、新たな事業実施計画を作成できないものと

する。 

４ 発電施設の整備に係る評価等 

発電施設の整備を実施する場合、施設整備による温室効果ガス排出量の

削減目標の達成状況について評価を行うものとする。 

 

第 13 事業の状況報告 

１ 農林水産大臣は、必要に応じ、都道府県知事に対して、本事業について



36 

 

必要な報告を求め、又は指導を行うことができるものとする。 

２ 農林水産大臣は、自然災害等の特別な事情がある場合を除き、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）に基づ

き補助金の返還を求めうる事情が確認された場合には、改善に向けた指導

を行う。 

３ 農林水産大臣は、２の指導の結果においても改善されない又は改善の見

込みがない場合には、都道府県知事に対して、交付した交付金の全部又は

一部を返還することを求めるものとする。 

 

第 14 災害等における緊急事業 

災害等緊急に対応する必要がある事案が生じ、かつ、農村振興局長が特に

必要と認める場合にあっては、この要領の規定にかかわらず、農村振興局長

が別に定めるところにより、緊急に事業を実施することができるものとす

る。 

 

第 15 発電施設の整備規模等 

１ 本事業により整備された発電施設により発電される電力については、天

候や時間帯により発電時期に制約があるため、振替供給方式とすることに

より６次産業化施設等の運転･操作等のための電力に有効に充てられるよう

にする。なお、電力を必要とする６次産業化施設等に隣接して設置する発

電施設等にあっては、専用の電力線による直接供給もできるようにして、

災害等により停電が生じた場合などにおける６次産業化施設等の一部機能

の確保に努める。 

２ 本事業により発電施設を整備する場合の発電規模は、当該施設等の運

転・操作等に必要な年間需要電力量の総和とおおむね同水準、又はそれ以

下とする。 

３ 売電収入の会計処理に当たっては、複式簿記を用いるなど適正な会計処

理を行い、目的以外の利用がないようにすることとする。 

 

第 16 固定価格買取制度との調整 

１ 別表の（１）のキ及び（２）のシの施設（未利用資源をエネルギー化

し、農林水産物等の加工・流通・販売等施設へ供給するために必要な施

設）を整備し、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

（平成 23 年法律第 108 号）に基づく固定価格買取制度により売電を行う場

合には、発電開始後、「農業農村整備事業等により整備された小水力等発

電施設整備に関する補助事業等と固定価格買取制度との調整について」
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（平成 26 年４月１日付け 25 農振第 2313 号農林水産省農村振興局長通知）

に定めるところにより、売電収入の一部を国に納付することとする。 

２ 発電施設等を整備した場合における当該施設の管理者は、当該施設によ

る売電により得た収入（１の調整を除いた額）が、電力供給対象施設に係

る電力量、受電・発電に必要な費用及び電力供給対象施設の維持管理費の

合計額を上回る場合においては、その差額に国の交付率を乗じた額を国庫

に納付するものとする。また、売電収入については、発電施設及び６次産

業化施設等の電力量に充当するほか、これらの施設等の維持管理費（建設

改良積立金、災害準備積立金等を含む。）に充当する。 

 

第 17 他の施策との連携 

本事業の実施に当たっては、次に掲げる１から９までの施策との連携に努

めるものとする。 

１ 農林水産物・食品の輸出促進に関する施策 

２ 中山間地農業ルネッサンス事業実施要綱第２に定める地域別農業振興計

画に基づく施策 

３ 地域経済の活性化に資する観点から、和食などを軸とする観光・食文化

政策との連携に関する施策 

４ 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維

持に関する特別措置法（平成 28 年法律第 33 号）に規定する特定有人国境

離島地域の地域社会維持対策に関する施策 

５ 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動

の促進等に関する法律（令和４年法律第 37 号。以下「みどり法」とい

う。）またはみどりの食料システム戦略に基づく施策 
６ デジタル田園都市国家構想総合戦略（令和４年 12 月 23 日閣議決定）に

規定する「デジ活」中山間地域における、地域資源やデジタル技術を活用

した社会課題解決・地域活性化に関する施策 

７ 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土

強靱化基本法（平成 25 年法律第 95 号）第 13 条に定める国土強靱化地域

計画に基づく施策 
８ 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律（平成 19 年法律第 52
号）第 22 条第１項に基づき市町村が策定した特定居住促進計画に位置付

けられた施策 
９ 担い手の育成・確保に関する施策 

10 持続的な食料供給に取り組む食品等事業者の計画認定制度に関する施策 
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（別紙） 

地域資源活用価値創出整備事業（産業支援型）の配分基準 

 

評価項目及び配点基準 
ポイ

ント 

計

画

性 

➀ 事業実施計画が事業実施地域における所得の向上や雇用機会の確保

に資する取組となっているか。定量的な以下の目標を設定している取

組にポイント加算。 
ア 当該取組を実施するための雇用者数の増加を定めている。 

イ 交流人口の増加に資する地域外からの入込客数等の増加を定めて

いる。 

 

 

 

１ 

１ 

 

安

定

性 

➁ 事業実施主体の財務状況は安定しているか。 
ア 直近３年の決算において、経常損益が３年連続の黒字であり、か

つ、直近１年の決算において、累積損失がない。 

イ 直近３年の決算において、経常損益が１年以上の黒字であり、か

つ、直近１年の決算において、債務超過となっていない（アの場合

を除く。）。 

ウ 直近３年の決算において、経常損益が３年連続の赤字となってい

る。又は、直近１年の決算において、債務超過となっている。 

５ 

 

３ 

 

 

０ 

確

実

性 

③ 事業実施要件が具備（総合化事業等の計画、融資協議、関係許認可

等）されているか。 
ア 事業を実施するための要件が十分具備されており、当初要望の場

合は６月末までに、追加要望の場合は別に定める期日までに事業が

開始されることが確実である。 

イ 事業を実施するための要件が具備されており、当初要望の場合は

８月末までに、追加要望の場合は別に定める期日までに事業が開始

されることが確実である。 

ウ 事業を実施するための要件について協議中で事業開始の見通しが

立っていない。 

 

５ 

 

 

３ 

 

 

０ 
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④ 原材料の調達（生産・供給体制等）は確立されているか。 
ア 原材料確保の計画の全量について、自ら確実な確保ができる、ま

たは連携事業者との間で、契約書や同意書等により調達の確約が取

れている。 

イ 原材料確保の計画量の一部について、自ら確実な確保ができる、

または連携事業者との間で、契約書や同意書等により調達の確約が

取れている。 

ウ 原材料調達先との間で契約書や同意書等の確約が取れていない。 

 

５ 

 

 

３ 

 

 

０ 

 ⑤ 製品等（サービス提供等を含む）の販路は、確保等されているか。 
ア 販売数量の概ね全量について、販売先と契約又は交渉しており、

実需要因から算定された販売計画が策定されている。 

イ 販売数量の一部について、販売先と契約又は交渉しており、実需

要因から算定された販売計画が策定されている。 

ウ 販売数量について、販売先と契約又は交渉がされておらず、実需

要因から算定された販売計画となっていない。 

５ 

 

３ 

 

０ 

 

 

持

続

性

・

継

続

性 

⑥ 事業の持続性、継続性は見られるか。また、地域経済、他団体の模

範となるような波及効果が期待できるか。以下の項目のうち、該当す

るそれぞれのポイントを加算する。 
 ア 前年度において、農山漁村振興交付金別記２－２の第１の４に定

める支援対象者又は同５に定める重点支援対象者に決定され、同８

に定める中央プランナー若しくは同９に定めるエグゼクティブプラ

ンナー又は同 11 に定める地域プランナーによる経営改善の取組に

対する支援を受けている。 
 イ 整備を行う農林水産物直売所が所在する地域の都道府県又は市町

村が策定する「地産地消促進計画」に基づく取組であり、事業実施

計画の目標年度における売上高目標を１億円以上とする取組であ

る。 
 ウ 認定総合化事業計画に基づく取組である。 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

１ 

 

 

１ 

関

連

性 

⑦ 他の施策と連携している取組であること 
以下の項目のうち、該当するものにポイントを加算する。 

ア 次のいずれかに該当する観光消費を推進する取組である。 

（ア）事業実施計画が「SAVOR JAPAN（農泊 食文化海外発信地

域）」と連携する計画となっている。 

（イ）事業実施計画において、農泊地域協議会（第３の１の（１）に

規定する農泊地域協議会をいう。）と連携する具体的な取組を計

画している。 

（ウ） 事業実施計画において、インバウンドを中心とする観光消費

 

 

１ 
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に向けた具体的な取組を計画している。 

イ 事業実施計画において、新商品の開発・製造に当たり、障害者等

が農林水産物等の一次加工処理や加工業務、販売業務、商品開発等

に従事する計画となっている。 

ウ 以下のいずれかに取り組む事業である。 

（ア）みどり法第19条第１項に基づく環境負荷低減事業活動の実施に

関する計画又はみどり法第21条第１項に基づく特定環境負荷低減

事業活動の実施に関する計画に基づく取組 

（イ）みどり法第 39 条第１項に基づく基盤確立事業の実施に関する

計画に基づく取組 

（ウ）みどり法第 16 条第１項に基づく地方公共団体の基本計画に定

められた特定区域において、地域における環境負荷低減の効果を

高めるために必要な取組 
（エ）みどりの食料システム戦略緊急対策交付金交付等要綱令和４年

12 月８日付け４環バ第 245 号農林水産事務次官依命通知）別記

10 第１の１に基づき、事業実施地域の所在する市町村が策定す

る農林漁業循環経済先導計画に位置付けられた取組 
（オ）みどりの食料システム戦略推進交付金を活用して策定した有機

農業実施計画に位置付けられた取組 
（カ）「オーガニックビレッジの創出による有機農業産地づくりの更

なる推進について（令和７年 10 月 30 日付け７農産第 3153 号農

産局長通知）」に基づき認定された有機農業実施計画に位置付け

られた取組 
エ 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資す

る 国土強靱化基本法（平成 25 年法律第 95 号）第 13 条に規定する

国土強靱化地域計画に位置付けられている取組である。 

オ 別記２－２の第２の１の（２）地域資源活用・地域連携推進支援

事業で実施されるビジネスコンテストにおいて、過去４年間におい

て最優秀賞、優秀賞又は特別賞に選定された取組である。 

カ 広域的地域活用化のための基盤整備に関する法律第 22 条第１項

に基づき市町村が策定する特定居住促進計画に位置付けられた特定

居住促進区域内において実施される取組である。 

キ 農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 16 条の２

第１項に基づき農林水産大臣の認定を受けた農業経営発展計画に位

置付けられている取組である。 

ク 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業

活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法律

第 59 号）により認定を受けた、安定取引関係確立事業活動計画に

 

１ 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

１ 

 

 

 

１ 

 

 

１ 

 

 

 

１ 

 

 



41 

 

基づく取組である。 

ケ 中山間地農業ルネッサンス事業実施要綱（平成 29 年３月 31 日付

け 28 農振第 2275 号農林水産事務次官依命通知）第２により都道府

県が策定する「地域別農業振興計画」に基づいて実施される地域経

済への波及効果を及ぼす取組である。 

コ 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社

会の維持に関する特別措置法（平成 28 年法律第 33 号）第２条に規

定する特定有人国境離島地域で実施される取組である。 

 

１ 

 

 

 

１ 

 

 

 

 



別表 

事業実施主体 交付対象事業 事業の内容及び要件 

農林漁業者の

組織する団体 

（１）農林水産物の加工、流通、販売等のために必要な施設  

 ア 農林水産物等の集出荷のために必要な施設 

 

ア 農林水産物の選別・選果用機械、冷却・冷蔵

用機械、検査用機械、出荷用機械、建物及びフ

レコンラック方式又はバラ玄米タンク貯蔵方式

等を有する米麦貯蔵施設等の整備 

イ 漁獲物の水揚げ・荷さばき施設、卸売場建

物、製氷冷蔵施設、水産物冷蔵保管施設、検量

施設等の整備 

イ 農林水産物等の処理・加工のために必要な施設 

 

農林水産物の処理・加工・冷蔵・貯蔵・包装用

機械施設等の整備 

ウ 農林水産物等の高付加価値化、地域の生産・加工と

の連携等を図る農林水産物等の総合的な販売のために

必要な施設及び地域食材提供のために必要な施設 

 

地域内外の相互連携による農林水産物の販売力 

強化、ブランド化等のために必要な生産・加工施

設、販売戦略（ＩＴ関連）施設、販売促進（販

売・貯蔵・食材提供用）施設等の整備 

エ 農林水産物等の高付加価値化、地域の生産・加工と

の連携を図る農林水産物等の生産・加工体験提供のた

めに必要な施設 

生産・加工体験施設、市民農園の区画・園路、

滞在施設、多目的施設（休憩所、更衣室等）、農機

具収納施設、コミュニティー広場、福祉活用促進

施設の整備 

（別記４第２に定める事業を実施中又は、実施が

終了した地域からの観光入込客の流入が見込める

地域における取組に限る。） 

オ 捕獲獣肉等食材提供のために必要な施設 

 

捕獲した獣肉の処理・加工・販売促進（販売・

貯蔵・食材提供用）施設等の整備 

カ 収穫後用病害虫防除のために必要な施設 

 

農林水産物の病害虫防除のために必要な機械施

設の整備 

キ 未利用資源をエネルギー化し、農林水産物等の加

工・流通・販売等施設へ供給するために必要な施設 

 

バイオマス、水力、風力、太陽光、廃棄物等の 

自然エネルギー供給施設、地域活性化に資する給

電施設等の整備 

（交付対象事業欄の（１）のア～カと一体的に整

備するものであり、売電を目的としない取組に係

るものに限る。） 

ク ア～キの附帯施設  

（２）本事業の取組に不可欠な農林水産物等の生産を自らが

行うために必要な施設 

 

 ア 簡易土地基盤整備 

イ 農業用水のために必要な施設 

ウ 営農飲雑用水のために必要な施設 

既存の畑地生産基盤に対する補完的又は追加的

な次の整備等とする。 

（ア）農業用用排水施設 

農業用用排水施設の新設、廃止又は変更 

（イ）農道 

農道、農道橋、索道又は軌道等運搬施設の新

設、廃止又は変更 

（ウ）区画整理 

農用地の区画形質の変更 

（エ）暗渠排水 

暗渠の新設又は変更 

（オ）土層改良 

客土、混層耕、除礫、心土破砕、土壌改良及び

土壌消毒 



  （カ）農用地造成 

農用地の造成 

（キ）農地保全 

農用地の保全のため必要な事業 

（ク）営農用水施設 

農業経営に必要な営農用水供給施設及び飲雑用

水供給施設の整備又は変更に係るもの 

（ケ）生産環境整備 

農業競争力強化基盤整備事業実施要領（平成 25

年２月 26 日付け 24 農振第 2092 号農村振興局長通

知）別紙１－１の別表の区分欄の２の事業種類欄

の（４）に掲げる事業及び区分欄の３に掲げる事

業のうち農業生産に密接に関連するもの（営農用

水施設を除く。） 

（コ）生産技術高度化施設 

農作物の栽培等生産の高度化を支援するのに必

要な低コスト耐候性ハウス、高度環境制御栽培施

設、高度技術導入施設等の整備 

（サ）農作物被害防止施設 

農業生産における被害を軽減するために必要な

防霜施設、防風施設等の整備 

（シ）附帯整備 

（ア）から（ク）までの事業と併せて行う優良

品種系統等への改植・高接等の附帯整備 

 エ 農林水産物等の生産に必要な施設 

 

 

農業用機械施設の整備 

（新商品の原材料となる農林水産物の生産に用

いる等本事業の取組に真に必要なものに限る。） 

オ 乾燥調製貯蔵のために必要な施設 

 

乾燥機、籾摺り機、袋詰め機、色彩選別機、貯

蔵機械、建物の整備 

カ 育苗のために必要な施設  水稲、野菜等の育苗に必要な機械施設の整備 

キ 水産用種苗生産・畜養殖のために必要な施設 

 

養殖用生産機械、放流用の種苗の生産機械及び

建物の整備 

（漁業管理、資源回復の取組を阻害するおそれの

ある取組に係るもの（資源回復に取り組むべき魚

種に対して過剰漁獲が生ずる場合など）を除く。） 

ク 堆肥製造のために必要な施設 

 

家畜ふん尿、野菜残さ等を活用して堆肥を製造

するための堆肥製造用機械施設、堆肥保管用施設

等の整備 

ケ 新技術活用種苗等供給のために必要な施設 

 

 新技術を活用した育苗・増殖・培養用機械施設

の整備 

コ 特用林産物生産のために必要な施設 

 

きのこ類等特用林産物の生産に必要な機械施設

の整備 

サ 農林水産物等運搬のために必要な施設 

 

農林水産物等の栽培管理に必要な資材や収穫物

を運搬するための機械施設の整備 

シ 未利用資源をエネルギー化し、農林水産物等の生産

施設へ供給するために必要な施設 

 

バイオマス、水力、風力、太陽光、廃棄物等の 

自然エネルギー供給施設、地域活性化に資する給

電施設等の整備 

（交付対象事業欄の（２）のア～サと一体的に整

備するものであり、売電を目的としない取組に係

るものに限る。） 

ス ア～シの附帯施設  



（３）農林水産物以外の地域資源を活用した新事業・サービ

ス提供等のために必要な施設 

 

  ア 農林水産物以外の地域資源の処理・加工のために必

要な施設 

農林水産物以外の地域資源の処理・加工・冷

蔵・貯蔵・包装用機械施設等の整備 

イ 農林水産物以外の地域資源の高付加価値化、地域の

生産・加工との連携等を図る農林水産物以外の地域資

源の総合的な販売のために必要な施設 

地域内外の相互連携による農林水産物以外の地 

域資源の販売力強化、ブランド化等のために必要

な生産・加工施設、販売戦略（ＩＴ関連）施設、

販売促進（販売・貯蔵）施設等の整備 

ウ 農林水産物以外の地域資源の高付加価値化、地域の

生産・加工との連携を図る農林水産物以外の地域資源

の生産・加工体験提供のために必要な施設 

生産・加工体験施設、滞在施設、多目的施設 

（休憩所、更衣室等）、コミュニティー広場、福祉

活用促進施設等の整備 

エ 未利用資源をエネルギー化し、農林水産物以外の地

域資源を活用した新事業・サービス提供施設に供給す

るために必要な施設 

バイオマス、水力、風力、太陽光、廃棄物等の 

自然エネルギー供給施設、地域活性化に資する給

電施設等の整備 

（交付対象事業欄の（３）のアからウまでと一体

的に整備するものであり、売電を目的としない取

組に係るものに限る。） 

オ 地域資源を活用した起業のために必要な施設  木工加工、陶磁器製作、山菜等の加工など地域

に賦存する資源を活用した多様な就業・所得機会

の創出に必要となる施設等の整備 

カ ア～オの附帯施設  

中小企業者 （４）食品等の加工・販売のために必要な施設  

 

 

ア 農林漁業者等と連携する中小企業者が行う食品等の

加工・販売のために必要な施設、食材提供施設、農林

水産物等の生産・加工体験施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農林水産物の処理・加工・冷蔵・貯蔵・包装用

機械施設等の整備 

ア 農林水産物の選別・選果用機械、冷却・冷蔵

用機械、検査用機械、出荷用機械、建物及びフ

レコンラック方式又はバラ玄米タンク貯蔵方式

等を有する米麦貯蔵施設等の整備 

イ 漁獲物の水揚げ・荷さばき施設、卸売場建

物、製氷冷蔵施設、水産物冷蔵保管施設、検量

施設等の整備 

地域内外の相互連携による農林水産物の販売力 

強化、ブランド化等のために必要な生産・加工施

設、販売戦略（ＩＴ関連）施設、販売促進（販

売・貯蔵・食材提供用）施設等の整備 

生産・加工体験施設、市民農園の区画・園路、

滞在施設、多目的施設（休憩所、更衣室等）、農機

具収納施設、コミュニティー広場、福祉活用促進

施設の整備 

木工加工、陶磁器製作、山菜等の加工など地域

に賦存する資源を活用した多様な就業・所得機会

の創出に必要となる施設等の整備 

イ 未利用資源をエネルギー化し、農林水産物等の加

工・流通・販売等施設へ供給するために必要な施設 

 

バイオマス、水力、風力、太陽光、廃棄物等の 

自然エネルギー供給施設、地域活性化に資する給

電施設等の整備 

（交付対象事業欄の（４）のアと一体的に整備す

るものであり、売電を目的としない取組に係るも

のに限る。） 

ウ ア及びイの附帯施設  

 （５）農林水産物以外の地域資源を活用した新事業・サービ

ス提供等のために必要な施設 

 



 ア 農林水産物以外の地域資源の処理・加工のために必

要な施設 

農林水産物以外の地域資源の処理・加工・冷

蔵・貯蔵・包装用機械施設等の整備 

イ 農林水産物以外の地域資源の高付加価値化、地域の

生産・加工との連携等を図る農林水産物以外の地域資源

の総合的な販売のために必要な施設 

地域内外の相互連携による農林水産物以外の地 

域資源の販売力強化、ブランド化等のために必要

な生産・加工施設、販売戦略（ＩＴ関連）施設、

販売促進（販売・貯蔵）施設等の整備 

ウ 農林水産物以外の地域資源の高付加価値化、地域の

生産・加工との連携を図る農林水産物以外の地域資源の

生産・加工体験提供のために必要な施設 

生産・加工体験施設、滞在施設、多目的施設 

（休憩所、更衣室等）、コミュニティー広場、福祉

活用促進施設等の整備 

エ 未利用資源をエネルギー化し、農林水産物以外の地

域資源を活用した新事業・サービス提供施設に供給する

ために必要な施設 

バイオマス、水力、風力、太陽光、廃棄物等の 

自然エネルギー供給施設、地域活性化に資する給

電施設等の整備 

（交付対象事業欄の（５）のアからウまでと一体

的に整備するものであり、売電を目的としない取

組に係るものに限る。） 

オ 地域資源を活用した起業のために必要な施設  木工加工、陶磁器製作、山菜等の加工など地域

に賦存する資源を活用した多様な就業・所得機会

の創出に必要となる施設等の整備 

カ ア～オの附帯施設  

※ 本事業においては、「農業用機械施設補助の整理合理化について」（昭和 57 年４月５日付け 57 予第 401 号農林水産事務次官依命通

知）の基準を適用しないものとする。 

※ 本事業によって導入する農業機械の選定にあたっては、試験研究又は実験の用に供する以外の目的であって、安全性検査の対象と

なっている農用トラクター（乗用型・歩行型）、田植機、コンバイン（自脱型）又は乾燥機（穀物用循環型）のうち令和 7 年度以降

新たに発売される型式のものについては、安全性検査に合格したものの中から選定するものとする。 

（安全性検査とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が実施する農業機械の安全性検査のことを言う。） 


